


【国保】 
 

D-414 パルスドプラ法加算（超音波検査（その他））（頸動脈硬化症） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、頸動脈硬化症に対する超音波検査（断層撮影法）を施行す

る場合、パルスドプラ法加算は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 パルスドプラ法は血流の定量的評価により狭窄率の推測や評価を目的

とする。 

 狭窄症のない頸動脈硬化症のみでの算定は妥当ではないと整理した。 

 


